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議第６３号 

 

   瑞浪市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 瑞浪市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

瑞浪市職員特殊勤務手当支給条例（平成１６年条例第３５号）の一部を次

のように改正する。 

 別表防疫手当の項を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第６４号 

 

瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市手数料条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市手数料条例（平成１２年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定は、多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線により

接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を

行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。）

による申請については、適用しない。 

附 則 

この条例は、令和６年３月１日から施行する。 
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議第６５号 

 

   督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定す

るものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 

（瑞浪市税条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市税条例（昭和２９年条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２号中「督促手数料、延滞金」を「延滞金」に改める。 

第２１条及び第２２条を次のように改める。 

第２１条及び第２２条 削除 

 （瑞浪市国民健康保険条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２２条を次のように改める。 

第２２条 削除 

（瑞浪市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４４年条 

例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第２項を削る。 

（瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正） 

第４条 瑞浪市督促手数料及び延滞金徴収条例（昭和６０年条例第４号）の

一部を次のように改正する。 
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  題名を次のように改める。 

    瑞浪市督促及び延滞金徴収条例 

  第１条中「第２３１条の３第２項」を「第２３１条の３第１項及び第２

項」に、「督促に係る手数料」を「督促」に改める。 

  第２条を次のように改める。 

（督促） 

 第２条 市長は、諸納付金を納期限までに納入しない者があるときは、そ

の者に対し、納期限後２０日以内に督促状により期限を指定して督促し

なければならない。 

 （瑞浪市介護保険条例の一部改正） 

第５条 瑞浪市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第８条を次のように改める。 

 第８条 削除 

 （瑞浪市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第６条 瑞浪市道路占用料徴収条例（平成１７年条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第２項を削る。 

 （瑞浪市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第７条 瑞浪市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

  第５条を次のように改める。 

 第５条 削除 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係

る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前

の例による。 
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議第６６号 

 

瑞浪市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

瑞浪市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

 

令和５年８月２９日  提出 

 

瑞浪市長  水  野  光  二 

 

    

瑞浪市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例の一部を改正する

条例 

瑞浪市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例（平成１２年条例第５

５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号に次のように加える。 

カ 卸売業・小売業 卸売業及び小売業に係る事業で市長が認めるもの 

第２条第５号中「又は電気業」を「、電気業、宿泊業又は卸売業・小売業」 

に改める。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

-5-



議第６７号 

 

瑞浪市残土処分場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

瑞浪市残土処分場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

 

令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市残土処分場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

瑞浪市残土処分場の設置及び管理に関する条例（平成２１年条例第１３号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「独立行政法人日本原子力研究開発機構が排出する土砂」を「瑞

浪市で排出されるリニア中央新幹線事業における建設発生土」に改める。 

別表２トン車の項中「３，１００円」を「４，０００円」に改め、同表４

トン車の項中「６，１００円」を「７，８００円」に改め、同表８トン車の

項中「１２，２００円」を「１５，６００円」に改め、同表１０トン車の項

中「１５，３００円」を「１９，６００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１２月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に処分
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する残土から適用し、この条例の施行の日前に処分した残土については、

なお従前の例による。 
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議第６８号 

 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例 

瑞浪市火災予防条例（昭和３７年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第１１条第１項第３号中「キユービクル式」を「キュービクル式」に改め、

同項第３号の２中「キユービクル式のものにあっては、建築物等」を「建築

物等」に改め、同条第２項中「キユービクル式」を「キュービクル式」に改

める。 

第１１条の２第１項第４号中「雨水等の侵入防止」を「その筐体は雨水等

の浸入防止」に改める。 

第１３条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量

が１０キロワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設

備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第

７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は、地震等により容易に転

倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放

形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上

に設けなければならない。 

第１３条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路
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上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止

措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がない

と認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあっては、建築

物から３メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料

で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限り

でない。 

第１３条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１１条の２第１項第

４号」に改める。 

第４４条第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワッ

ト時以下のものを除く。）」を加える。 

別表第３厨房設備の部を次のように改める。 

厨

房

設

備 

気

体

燃

料 

不燃

以外 

開放

式 

組込型こんろ・

グリル付こんろ

・グリドル付こ

んろ、キャビネ

ット型こんろ・

グリル付こんろ

・グリドル付こ

んろ 

１４

ｋＷ

以下 

１００
１５

注
１５

１５

注

注

：

機

器

本

体

上

方

の

側

方

又

は

後

方

の

離

隔

距

離

を

示

す

。 

据置型レンジ 

２１

ｋＷ

以下 

１００
１５

注
１５

１５

注

不燃 
開放

式 

組込型こんろ・

グリル付こんろ

・グリドル付こ

んろ、キャビネ

ット型こんろ・

グリル付こんろ

・グリドル付こ

んろ 

１４

ｋＷ

以下 

８０ ０ － ０

据置型レンジ 

２１

ｋＷ

以下 

８０ ０ － ０

固

体

燃

料 

不燃

以外 

木炭

を燃

料と

する

もの 

炭火焼き器 － １００ ５０ ５０ ５０
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不燃 

木炭
を燃
料と
する
もの 

炭火焼き器 － ８０ ３０ － ３０

上記に分

類されな

いもの 

使用温度が８００℃

以上のもの 
－ ２５０２００３００２００

使用温度が３００℃

以上８００℃未満の

もの 

－ １５０１００２００１００

使用温度が３００℃

未満のもの 
－ １００ ５０１００ ５０

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、

内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の瑞浪市火災

予防条例（以下「新条例」という。）第１３条第１項に規定する蓄電池設

備（附則第４項に掲げるものを除く。）（以下この項において「燃料電池

発電設備等」という。）又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等

のうち、新条例第１１条第１項第３号の２（新条例第８条の３第１項及び

第３項、第１１条第３項、第１２条第２項及び第３項並びに第１３条第２

項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものに

ついては、新条例第１１条第１項第３号の２の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例

第１３条第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のう

ち、新条例第１３条第１項の規定に適合しないものについては、新条例第

１３条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとな

るもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例

の施行の日から起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、
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新条例第１３条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用し

ない。 
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議第６９号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（ 

昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

令和５年８月２９日 提出 

  

瑞浪市長 水 野 光 二    

  

   

氏    名 住         所 生 年 月 日 

磯 貝 直 美 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第７０号 

 

瑞浪市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 瑞浪市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定によ

り議会の同意を求める。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住        所 生 年 月 日 

羽 柴  誠 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第７１号 

 

   第７次瑞浪市総合計画基本構想を定めることについて 

 

 第７次瑞浪市総合計画基本構想を別冊のように定めたいので、瑞浪市総合

計画策定条例（平成２４年条例第２号）第４条第１項及び瑞浪市議会基本条

例（平成２６年条例第１８号）第８条第１項の規定により、議会の議決を求

める。 

 

令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 第７次瑞浪市総合計画基本構想 
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議第７２号 

 

財産の処分について 

 

 次のとおり財産を処分したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 処 分 の 理 由  瑞浪クリエイション・パーク内の賃貸借区画 

用地にて操業中の借受人より、土地購入の申

し出があったため 

２ 処分しようとする土地   

所 在 地 地 目 地 積(㎡) 

瑞浪市山田町字小洞２００２番 宅地 ３，３１５．８３ 

瑞浪市山田町字小洞２００３番 宅地 ２，２４８．４１ 

合   計 ５，５６４．２４ 

３ 売 却 金 額  １３１，４１９，０００円 

４ 売 却 の 相 手 方  愛知県北名古屋市井瀬木井の元３６番地 

株式会社ハナノキ 

              代表取締役 池 山 真 一 郎 
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議第７３号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６８７ 下沖８号線 
下沖町２丁目５３番１２地先 

下沖町２丁目５３番７地先 

 

 

 

-16-



議第７４号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６８８ 狭間１号線 
明世町戸狩字狭間３０８番１０地先 

明世町戸狩字狭間３０８番１２地先 
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議第７５号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６８９ 河塚３号線 
寺河戸町字河塚８３１番１７地先 

寺河戸町字河塚８３１番１１地先 
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議第７６号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９０ 野瀬線 
稲津町小里字野瀬６９４番１地先 

稲津町小里字野瀬６９４番２１地先 
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議第７７号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９１ 野瀬１号線 
稲津町小里字野瀬６７３番１地先 

稲津町小里字野瀬６７４番５地先 
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議第７８号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９２ 三角線 
稲津町小里字三角９４７番９地先 

稲津町小里字三角９４７番１地先 
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議第７９号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９３ 三角１号線 
稲津町小里字三角９４７番８地先 

稲津町小里字三角９４７番１０地先 
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議第８０号  
 

令和５年度瑞浪市一般会計補正予算（第８号） 
 
 令和５年度瑞浪市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４４，０００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，８６０，２００

千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（地方債の補正）  

第２条 既定の地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 
 

令和５年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

20 繰 越 金 １１６，１００ ２４，４００ １４０，５００

1 繰 越 金 １１６，１００ ２４，４００ １４０，５００

22 市 債 １，１３１，５００ ２１９，６００ １，３５１，１００

1 市 債 １，１３１，５００ ２１９，６００ １，３５１，１００

歳　　入　　合　　計 １６，６１６，２００ ２４４，０００ １６，８６０，２００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

4 衛 生 費 １，９０２，６３１ ２４４，０００ ２，１４６，６３１

2 清 掃 費 ９６６，６７３ ２４４，０００ １，２１０，６７３

歳　　出　　合　　計 １６，６１６，２００ ２４４，０００ １６，８６０，２００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

償 還 の 方 法

混 合 焼 却 施 設
設 備 改 修 事 業

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

219,600

起債の
方法 利　　率

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

普通
貸借
又は
証券
発行
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議第８１号  
 

令和５年度瑞浪市一般会計補正予算（第９号） 
 
 令和５年度瑞浪市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０８，４００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，６６８，６００

千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定に

より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明

許費」による。  
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補

正」による。  
（地方債の補正）  

第４条 既定の地方債の追加、廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」に

よる。 
 

令和５年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

10
地 方 特 例
交 付 金

３８，０００ １，７３４ ３９，７３４

1
地 方 特 例
交 付 金

３８，０００ １，７３４ ３９，７３４

13
分 担 金
及 び 負 担 金

２９，００９ ２，９２４ ３１，９３３

1 分 担 金 ３，３８５ ２，９２４ ６，３０９

14
使 用 料
及 び 手 数 料

３１４，８２３ ６２，７２０ ３７７，５４３

1 使 用 料 １２６，７２８ ６２，７２０ １８９，４４８

15 国 庫 支 出 金 ２，０８５，９５１ ７３，０２５ ２，１５８，９７６

1 国庫負担金 １，３４０，１９５ ３５，１１７ １，３７５，３１２

2 国庫補助金 ７３６，２５４ ３７，９０８ ７７４，１６２

16 県 支 出 金 １，０２９，５２２ △９２４ １，０２８，５９８

2 県 補 助 金 ３５８，９３２ △９２４ ３５８，００８

17 財 産 収 入 ７７，１７２ １３１，４１９ ２０８，５９１

2
財 産
売 払 収 入

４４０ １３１，４１９ １３１，８５９

19 繰 入 金 ９４４，６０４ △１，７４３ ９４２，８６１

1 基金繰入金 ９２０，９８１ △２，２６３ ９１８，７１８

2
財 産 区
繰 入 金

２３，６２３ ５２０ ２４，１４３

20 繰 越 金 １４０，５００ ５６９，９２５ ７１０，４２５

1 繰 越 金 １４０，５００ ５６９，９２５ ７１０，４２５

21 諸 収 入 ２９５，３９９ △１１，１８０ ２８４，２１９

4 雑 入 １６８，５２２ △１１，１８０ １５７，３４２

22 市 債 １，３５１，１００ △１９，５００ １，３３１，６００

1 市 債 １，３５１，１００ △１９，５００ １，３３１，６００

歳　　入　　合　　計 １６，８６０，２００ ８０８，４００ １７，６６８，６００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 １，８６７，０１６ ４９６，７１９ ２，３６３，７３５

1 総務管理費 １，４７７，６３５ ４９４，６０７ １，９７２，２４２

3
戸 籍 住 民
基本台帳費

１３２，９９３ ２，１１２ １３５，１０５

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 民 生 費 ５，５３１，４１０ ３５，７３６ ５，５６７，１４６

1 社会福祉費 ３，０２７，９７８ △５，４３６ ３，０２２，５４２

2 児童福祉費 ２，２７６，７８６ ３８，０４２ ２，３１４，８２８

3 生活保護費 ２２６，１４６ ３，１３０ ２２９，２７６

4 衛 生 費 ２，１４６，６３１ １６，５０３ ２，１６３，１３４

1 保健衛生費 ８０４，８５２ ３００ ８０５，１５２

2 清 掃 費 １，２１０，６７３ １６，２０３ １，２２６，８７６

6 農林水産業費 ２８８，０７１ △２，８２７ ２８５，２４４

1 農 業 費 ２３９，１９４ △２，８２７ ２３６，３６７

7 商 工 費 ５６７，４１５ △２１，０６４ ５４６，３５１

1 商 工 費 ５６７，４１５ △２１，０６４ ５４６，３５１

8 土 木 費 １，５６０，６５５ １２２，４９２ １，６８３，１４７

2 道路橋梁費 ８２２，２０９ ４５，５９２ ８６７，８０１

4 都市計画費 ３２７，１２９ ７３，０００ ４００，１２９

5 住 宅 費 ９２，４１２ ３，９００ ９６，３１２

9 消 防 費 ７３０，１７６ ３，９５０ ７３４，１２６

1 消 防 費 ７３０，１７６ ３，９５０ ７３４，１２６

10 教 育 費 １，８５１，４３０ ５６，５３２ １，９０７，９６２

3 中 学 校 費 １５５，４１３ ０ １５５，４１３

4 幼 稚 園 費 １８０，０９６ ７１ １８０，１６７

5 社会教育費 ４２１，６７２ ４３，８５１ ４６５，５２３

6 保健体育費 ６０２，１８９ １２，６１０ ６１４，７９９

11 災 害 復 旧 費 ５，５７０ １０２，２５０ １０７，８２０

1
土 木 施 設
災害復旧費

３，５７０ ９２，０５０ ９５，６２０

3
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 ０ １０，２００ １０，２００

12 公 債 費 １，４６４，５１８ △１３，０９１ １，４５１，４２７

1 公 債 費 １，４６４，５１８ △１３，０９１ １，４５１，４２７

13 諸 支 出 金 ６３６，５３４ １１，２００ ６４７，７３４

1 公営企業費 ６３６，５３４ １１，２００ ６４７，７３４

歳　　出　　合　　計 １６，８６０，２００ ８０８，４００ １７，６６８，６００
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費

（単位：千円）

８ 土 木 費 ４ 都 市計 画費 ５０,０００

１１ 災 害復 旧費 １
土 木 施 設
災 害復 旧費

５２,６５０

金　　　　額

現年土木施設補助災害復旧事業

款 項 事　　　　業　　　　名

瑞浪駅周辺再開発事業（駅北地区）
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第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

６,３８６

令和５年度から
令和１０年度まで

４８,７３５

令和５年度から
令和１０年度まで

４７,０００

令和５年度から
令和１０年度まで

４７,０００

令 和 ６ 年 度 ５,８５０

　（変更） （単位：千円）

限 度 額 期 間 限 度 額

８０,０００ 補 正 前 に 同 じ １２３,７２１

補 正 後

期 間

橋 梁 撤 去 費
負 担 金

令 和 ６ 年 度

地 域 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料

稲 津 公 民 館 指 定 管 理 料

日 吉 公 民 館 指 定 管 理 料

過 年 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 工 事 費

事　　　　　　　　　　項

広 域 バ ス 路 線 運 行 維 持 補 助 金

事 項
補 正 前
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

（廃止） （単位：千円）

（変更） （単位：千円）

起債の
方法

利率

臨 時 財 政 対 策 債 120,000

13,600

ク リ ー ン セ ン タ ー
機 械 設 備 更 新 事 業

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

15,300

18,700

90,600

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率 見 直 し 方 式
で借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資 金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該 見 直 し 後 の
利率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

補　　正　　前

利率 償還の方法

12,000

限度額限度額

16,400

八伏線道路改良事業

県 単 事 業 負 担 事 業

市 営 住 宅
用 途 廃 止 事 業

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

償 還 の 方 法

現 年 土 木 施 設 単 独
災 害 復 旧 事 業

39,400

現 年 土 木 施 設 補 助
災 害 復 旧 事 業

17,500

現年農業用施設補助
災 害 復 旧 事 業

700

普通
貸借
又は
証券
発行

3,300

利　　率

13,700
塵 芥 収 集 車 等
購 入 事 業

償 還 の 方 法

起債の
方法

釜 戸 公 民 館
空 調 改 修 事 業

補　　正　　後

償還の
方法

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

14,700

起債の
方法 利　　率

起 債 の 目 的

現年農業用施設単独
災 害 復 旧 事 業

起 債 の 目 的 限度額 起債の
方法
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議第８２号  
 

令和５年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 令和５年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，７００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３８，１００千円とす

る。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 繰 越 金 １００ １２，７００ １２，８００

1 繰 越 金 １００ １２，７００ １２，８００

歳　　入　　合　　計 ６２５，４００ １２，７００ ６３８，１００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2
後期高齢者医療
広域連合納付金 ５８４，５３２ １２，７００ ５９７，２３２

1
後期高齢者医療
広域連合納付金 ５８４，５３２ １２，７００ ５９７，２３２

歳　　出　　合　　計 ６２５，４００ １２，７００ ６３８，１００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

-33-



議第８３号  
 

令和５年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 令和５年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６，４００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，４７６，４００千円

とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

6 繰 越 金 ５，０００ １６，４００ ２１，４００

1 繰 越 金 ５，０００ １６，４００ ２１，４００

歳　　入　　合　　計 ３，４６０，０００ １６，４００ ３，４７６，４００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

6 諸 支 出 金 ５，０００ １６，４００ ２１，４００

1
償還金及び
還付加算金

５，０００ １６，４００ ２１，４００

歳　　出　　合　　計 ３，４６０，０００ １６，４００ ３，４７６，４００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第８４号  
 

令和５年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  
 
 令和５年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０５，５００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６２３，７００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」によ

る。 
 

令和５年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

8 繰 越 金 ４，５５０ １０５，５００ １１０，０５０

1 繰 越 金 ４，５５０ １０５，５００ １１０，０５０

歳　　入　　合　　計 ３，５１８，２００ １０５，５００ ３，６２３，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 諸 支 出 金 ４，５５０ １０５，５００ １１０，０５０

1
償還金及び
還付加算金

４，５５０ １０５，５００ １１０，０５０

歳　　出　　合　　計 ３，５１８，２００ １０５，５００ ３，６２３，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（変更） （単位：千円）

限 度 額 期 間 限 度 額

２００ 補 正 前 に 同 じ ２,０００

補 正 後

期 間

情 報 処 理 業 務
委託料（単価契約）

令和５年度から
令和６年度まで

事 項
補 正 前
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議第８５号 

 

令和５年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３

条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 水道事業収益 1,132,600千円   2,600千円  1,135,200千円 

   第２項  営業外収益    207,076千円    2,600千円    209,676千円 

             支      出 

 第１款 水道事業費用 1,111,800千円    2,600千円  1,114,400千円 

  第１項 営業費用  1,038,525千円    2,600千円   1,041,125千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額４５１，４００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額４６７，１００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２７，７９１千円」を「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２９，１４６千円」に、「過年度

分損益勘定留保資金４２３，６０９千円」を「過年度分損益勘定留保資金

４３７，９５４千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。 

（科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 資本的収入   120,600 千円    12,200 千円   132,800 千円 

  第４項 補助金     16,250 千円   12,200 千円   28,450 千円 

             支      出 

 第１款 資本的支出    572,000 千円    27,900 千円  599,900 千円 
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  第１項 建設改良費  390,223 千円   27,100 千円  417,323 千円 

  第３項 補助金返還金    0 千円    800 千円     800 千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

   （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額） （計） 

 （１） 職員給与費     44,540 千円    2,600 千円  47,140 千円 

 （他会計からの補助金） 

第５条 予算第９条中「５２，５１５千円」を「５５，１１５千円」に改め

る。 

  

  令和５年８月２９日 

 

                  瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第８６号 

 

令和５年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度瑞浪市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度瑞浪市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科   目）   （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 下水道事業収益 1,430,000千円 14,500千円 1,444,500千円 

  第２項 営業外収益   822,807千円 14,500千円  837,307千円 

             支      出 

 第１款 下水道事業費用 1,421,600千円 14,500千円 1,436,100千円 

  第１項 営業費用   1,132,724千円 14,500千円 1,147,224千円 

（債務負担行為） 

第３条 予算第５条に定めた債務負担行為に、次のとおり追加する。 

（追加）                        (単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

ポ ン プ 場 長 寿 命 化 
工 事 委 託 料 

令 和 ６ 年 度 １４３，０００ 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

   （科   目）   （既決予定額） （補正予定額） （計） 

 （１） 職員給与費    112,047 千円  5,800 千円 117,847 千円 

（他会計からの補助金） 

第５条 予算第１０条中「１２３，８１９千円」を「１３２，４１９千円」

に改める。 
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  令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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認第１号 

 

   令和４年度瑞浪市一般会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二  

 

 

１ 令和４年度瑞浪市一般会計決算 
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認第２号 

 

   令和４年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和４年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算 
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認第３号 

 

   令和４年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和４年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算 
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認第４号 

 

   令和４年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和４年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算 
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認第５号 

 

   令和４年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

  令和５年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和４年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算 
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認第６号 

 

令和４年度瑞浪市水道事業会計決算の認定について 

 

次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 

条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和４年度瑞浪市水道事業会計決算 
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認第７号 

 

令和４年度瑞浪市下水道事業会計決算の認定について 

 

次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 

条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり認定に付する。 

 

令和５年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 令和４年度瑞浪市下水道事業会計決算 
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